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項  目 内   容 備 考 

第１章 総  則 

 

 

 

第２章 工事内容 

１．目  的 

 

 

２．工事場所 

 

３．工事概要 

 

 

 

 

４．工事数量 

 

第２章 施工条件 

１．施工しない  

 日 

２．施工しない 

時間帯 

 

第３章 現場条件 

１．第三者に対 

する措置 

 

 

 

 

 

 

第４章 施工 

１．一般事項 

 

令和８年度 十津川紀の川直轄管理事業 津風呂ダム用水付帯設備修理工事（以下「本

工事」という。）の施工に当たっては、この特別仕様書により実施するものとする他、

関係法令を遵守のうえ行うものとする。 

 

 

本工事は、国営十津川紀の川土地改良事業により造成された津風呂ダム貯水池の機能

維持・保全を目的として津風呂ダム用水付帯設備修理を行うものである。 

 

 奈良県吉野郡吉野町河原屋地内 

 

本工事の概要は次のとおりである。 

鋼材修理作業工     1式 

筏場修理作業工       1式 

  水中ポンプ据付工    1式 

       

 別紙「工事数量表」のとおりである。 

   

  

原則、土曜日、日曜日及び祝日、年末年始期間。 

 

原則、平日の 17時 15分から翌８時 30分まで。 

 

 

 

（１）安全衛生 

受注者は、工事中におけるすべての危険、損失、損害等を防止するために必要

な作業規制、標示、現場への立ち入り規制等を設け、第三者及び工事関係者に周知

徹底するものとする。 

（２）その他 

１）既設構造物（電線等）及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理す

るものとする。 

 

 

（１）共通事項 

１）工事施工に先立ち、工事区域の既存施設等を確認し、施工に伴う被害等が起きな
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項  目 内   容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 据付 

１．一般事項 

 

 

２．機器据付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 機器仕様 

 

 

 

 

 

いように対策すること。 

２）工事用地周辺は、受注者の責任において整理整頓に努めなければならない。 

（２）検測又は確認 

１）本工事は、下表に示すとおり検測又は確認を受けるものとする。ただし、確認時

期・頻度については監督職員の指示により変更する場合がある。 

２）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が

求めた場合、これに応じなければならない。 

工種 確認内容 確認時期・頻度 備考 

材料 材料確認 現場搬入時  

溶接 状態確認 溶接完了時  

据付 動作確認 据付完了後  

 

 

据付に先立ち作業区域の既存施設等を確認し、据付に伴う被害等が起きないよう作業

しなければならない。 

 

（１）部品交換は、現地作業とする。 

（２）部品交換に使用する接続材料等は、ＪＩＳ規格品、又は同等品以上のものを受注

者で準備し、使用しなければならない。 

（３）作業員は救命胴衣を装着し、作業しなければならない。 

（４）貯水面上に作業スペースが必要な場合はダム湖に設置している作業台船１台を

考えている。 

（５）筏の固定鋼材は既設品を流用する。溶接箇所は、別添図に示す位置となるが、施

工に伴い、取水配管へ被害等が起きないように対策すること。 

 

 主要機器の仕様は次のとおりである。 

（１）水中ポンプ：川本ポンプ製 ＢＵ４形 汚物水中ポンプ 

   ①運転方式：非自動型 フランジタイプ 

   ②口径：６５ｍｍ 

   ③吐出量：０．１６ｍ３/ｍｉｎ 

   ④全揚程：１４．２ｍ 
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項  目 内   容 備 考 

 

 

 

 

 

 

第７章 試運転調

   整 

 

第８章 施工管理

等 

 

第９章 定めなき

事項 

   ⑤フランジ：ＪＩＳ １０Ｋ 薄形 

   ⑥モーター：１．５ｋＷ 

   ⑦電源：３相２００Ｖ 

   ⑧周波数：６０Ｈｚ 

   ⑨質量：５４ｋｇ 

  

 本工事の試運転調整に要する電力料金（基本料金・使用料金）は発注者において負担

する。 

 

 

 施工管理は、数量表に示す内容について写真撮影を行い管理するものとする。 

 

  

（１）設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上当然必要と

認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする 

（２）この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必

要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 



【別紙】

工　事　数　量　表

工種・種別・細別

鋼材修理作業工

補修工

規　　　格 単位 数量 摘　　　要

カ所 1.0

筏場修理作業工

スクリーン製作・据付工

据付工

水中ポンプ据付工

溝形鋼溶接補修　断面部　L=380mm
鋼板で補強

350mm×350mm×250mm、既設筏場底部溶接、
錆止め塗装仕上げ、
クレーン筏場陸上引上げ・湖上戻し含む

φ200給水管フランジ接続 カ所 1.0

基 1.0



事 業 名

5 枚

図面番号

1

1

1

1

1

十津川紀の川直轄管理事業

工 事 名
令和８年度 十津川紀の川直轄管理事業

津風呂ダム用水付帯設備修理工事

区　分 当　初 図 面 枚 数

4 ポンプ設備配管詳細図

 図　面　 名 　称 枚数 備      考

1 位　　　　置　　　　図

2 平　　　　面　　　　図

3 ポンプ取付平面図

合　　　　　計 5

5 スクリーン構造イメージ図



図面番号

当初 R８

整

理

番

号

台

帳

備

考

図面名称

契約区分 施工年度

位　　　　置　　　　図

十津川紀の川直轄管理事業

工　　　　　事　　　　　名

１
令和８年度十津川紀の川直轄管理事業
津風呂ダム用水付帯設備修理工事

位 置 図

施工位置



平面図

図面番号

当初 R８

整

理

番

号

台

帳

備

考

契約区分 施工年度

図面名称 平　　　　面　　　　図

工　　　　　事　　　　　名

令和８年度十津川紀の川直轄管理事業
津風呂ダム用水付帯設備修理工事

２

十津川紀の川直轄管理事業

津風呂ダム管理所

施工位置



図面番号

当初 R８

整
理
番
号

台

帳

備

考

十津川紀の川直轄管理事業

工　　　　　事　　　　　名

令和８年度十津川紀の川直轄管理事業
津風呂ダム用水付帯設備修理工事

３

図面名称 ポンプ取付平面図

契約区分 施工年度

ポンプ取付平面図

溶接補修箇所ボルト・ナット更新箇所

既設 ベンド管

既設 水中ポンプ

既設 チャッキ弁及びレバー

パッキン交換箇所

スクリーン製作・据付



図面番号

当初 R８

整

理

番

号

台

帳

備

考

図面名称 ポンプ設備配管詳細図

契約区分 施工年度

十津川紀の川直轄管理事業

工　　　　　事　　　　　名

令和８年度十津川紀の川直轄管理事業
津風呂ダム用水付帯設備修理工事

４

ポンプ設備配管詳細図



スクリーン構造イメージ図

図面番号

当初 R８

整
理
番
号

台

帳

備

考

工　　　　　事　　　　　名

令和８年度十津川紀の川直轄管理事業
津風呂ダム用水付帯設備修理工事

５

十津川紀の川直轄管理事業

図面名称 スクリーン構造イメージ図

契約区分 施工年度



切断前（水中ポンプ・筏場状況） 切断前（水中ポンプ・筏場状況）

切断・破損前写真

切断前（溶接補修・補強対象鋼材） 破損前_スクリーン・筏場状況



切断後_現況（溶接補修・補強対象鋼材）

現況写真

水中ポンプ筏場移動

切断後_現況（水中ポンプ・筏場状況）

切断後_現況（水中ポンプ・筏場状況） 破損後_スクリーン・筏場状況



切断後_現況（ 溶接補修・補強対象鋼材 ） 切断後_現況（ 溶接補修・補強対象鋼材 ）

切断後_現況（ 溶接補修・補強対象鋼材 ） 切断後_現況（ 溶接補修・補強対象鋼材 ）

現況写真
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